
人事訴訟法 

（定義） 

第二条 この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目

的とする訴え（以下「人事に関する訴え」という。）に係る訴訟をいう。 

一 婚姻の無効及び取消しの訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効及び取消しの訴え並びに婚姻関係の

存否の確認の訴え 

二 嫡出否認の訴え、認知の訴え、認知の無効及び取消しの訴え、民法（明治二十九年法律第八十九号）第

七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴え 

三 養子縁組の無効及び取消しの訴え、離縁の訴え、協議上の離縁の無効及び取消しの訴え並びに養親子

関係の存否の確認の訴え 

 

第三章 実親子関係訴訟の特例 

 

（嫡出否認の訴えの当事者等） 

第四十一条 夫が子の出生前に死亡したとき又は民法第七百七十七条に定める期間内に嫡出否認の訴えを

提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者その他夫の三親等内の血族は、嫡出否

認の訴えを提起することができる。この場合においては、夫の死亡の日から一年以内にその訴えを提起しな

ければならない。 

２ 夫が嫡出否認の訴えを提起した後に死亡した場合には、前項の規定により嫡出否認の訴えを提起すること

ができる者は、夫の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事

訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。 

 

（認知の訴えの当事者等） 

第四十二条 認知の訴えにおいては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。 

２ 第二十六条第二項の規定は、前項の規定により父又は母を当該訴えの被告とする場合においてその者が

死亡したときについて準用する。 

３ 子が認知の訴えを提起した後に死亡した場合には、その直系卑属又はその法定代理人は、民法第七百八

十七条ただし書に定める期間が経過した後、子の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができ

る。この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。 

 

（父を定めることを目的とする訴えの当事者等） 

第四十三条 子、母、母の配偶者又はその前配偶者は、民法第七百七十三条の規定により父を定めることを

目的とする訴えを提起することができる。 

２ 次の各号に掲げる者が提起する前項の訴えにおいては、それぞれ当該各号に定める者を被告とし、これら

の者が死亡した後は、検察官を被告とする。 

一 子又は母母の配偶者及びその前配偶者（その一方が死亡した後は、他の一方） 

二 母の配偶者母の前配偶者 

三 母の前配偶者母の配偶者 

３ 第二十六条の規定は、前項の規定により同項各号に定める者を当該訴えの被告とする場合においてこれ

らの者が死亡したときについて準用する。 


